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      参加医療機関 各位 

 

                    ふくい医療情報連携システム運営協議会 

 

 

ふくいメディカルネットにおける電子的診療情報連携体制整備加算 

への対応について 

 

 時下 ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、令和 8年 6月診療報酬改定におきまして電子的診療情報連携体制整備加算が新

設されました。 

本加算は、2026年度（令和 8年度）診療報酬改定で新設された、医療 DX（デジタル・

トランスフォーメーション）推進を評価する診療報酬となります。従来の「医療情報取

得加算」と「医療 DX 推進体制整備加算」を統合・再編し、マイナ保険証の利用、電子

処方箋、電子カルテ情報共有サービス、サイバーセキュリティ対策の導入状況に応じて

3段階で評価されました。 

区分 初診（月１回） 再診（月１回） 主な要件の特徴 

加算 1 15点 2点 
電子処方箋＋電子カルテ情報共有サービ

ス＋DX体制 

加算 2 9点 2点 
電子処方箋または電子カルテ情報共有サ

ービスのいずれか 

加算 3 4点 2点 
オンライン資格確認・情報活用体制など

基本要件のみ 

※明細書発行体制等加算とは併算定不可  

※電子的歯科診療情報連携体制整備加算の場合は、上表の加算２が加算１に、加算３が

加算２に該当します。 

 

加算 1 を算定する場合には、下図のとおり、（10）のアを満たす又はイ及びウを満た

すことと明記されており、イならびにウの部分として、ふくいメディカルネットは施設

基準に該当いたします。 

また、加算 2 を算定する場合においても（8）～（10）のいずれかを満たすこととさ

れており、その場合も（10）のイ及びウを満たすものとしてふくいメディカルネットに

ついては施設基準として該当いたします。 

つきましては、本加算を算定する場合は近畿厚生局へ届出を行う際の雛形を作成致し

ましたので下記の URLよりダウンロードのうえ、ご活用いただきたく、ご案内申し上げ

ます。 

 

記 

 

＜本件に関する特設ページ：ふくいメディカルネットホームページ＞ 

https://www.fukui.med.or.jp/fukuimedical-net/de_jkasan/ 

https://www.fukui.med.or.jp/fukuimedical-net/de_jkasan/
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